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第１章  総則 

 

（目的） 

第１条  本校は、学校教育法及び美容師法に基づき、衛生専門課程を設置し、美容師、美容業 

に必要な知識、技能を教授し、美容師、美容業界等の発展に、貢献できる人材を育成 

することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条  本校の名称は、大阪ビューティーアート専門学校とする。 

 

（位置） 

第３条  本校の位置は、大阪府大阪市淀川区西中島 3丁目 8 番 29 号に置く。 

 

 

 

第２章  課程、学科、修業年限及び定員並びに休業日等 

 

（課程、学科、修業年限及び定員等） 

第４条  本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。 

課程名 学科名 
昼夜

別 

修業 

年限 

入学 

定員 
総定員 学級数 備考 

衛生専門課程 美容科 昼 2 年 200 人 400 人 10 単位制 

衛生専門課程 ヘアメイク科 昼 2 年 144 人 288 人 8 単位制 

衛生専門課程 トータルビューティー科 昼 2 年 271 人 542 人 14 単位制 

合計 615 人 1230 人 32  

衛生専門課程 美容研究科 昼 1 年 80 人 80 人 2 単位制 

合計 80 人 80 人 2  

     ２．在籍期間は、修業年限の２倍を超えることはできない。 

 

 

 

 

 



（学年、学期） 

第５条  本校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２．前項の学年を次の２学期に分ける。 

       前期 ４月１日から９月３０日まで 

       後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

          ３．教育上必要があるときは、校長の判断により期間の変更をできるものとする。 

 

（休業日） 

第６条  本校の休業日は次のとおりとする。ただし、校長は、特に必要があると認める場合は、

休業日を変更することができる。 

（１） 土曜日、日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する日 

（３） 夏季休業（７月下旬から８月下旬までの約１か月間） 

（４） 冬季休業（１２月下旬から１月上旬までの約２週間） 

（５） 春季休業（３月上旬から４月上旬までの約１か月間） 

（６） 学園創立記念日（６月１０日）。ただし、休業日は６月第１金曜日とする。 

２．教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわら

ず、休業日に授業及び実習を行うことがある。 

３．非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。 

 

 

 

第３章  教育課程、授業時数、単位等 

 

（教育課程、授業時数及び単位数） 

第７条  本校の教育課程、授業時数及び授業単位数等は、別表１－１，２，３，４のとおりと

する。 

２．別表１－１，２，３，４に定める授業時数の１単位時間は５０分とする。 

３．各学科の教育課程は１年間で８００単位時間以上を設定するものとする。 

４．教育上有益と認める場合は、他学科の授業科目を履修することができるものとする。 

５．各学科にて卒業までに履修させる授業時数及び生徒が１年間に履修する授業科目

として登録することができる単位数の上限は別表１－１，２，３，４のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 



（授業の方法） 

第８条  本校における授業は、講義、演習、実技、実習のいずれか、又はこれらの併用により

行うものとする。 

     ２．本校は、文部科学大臣が定めるところにより、授業を多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができるものとする。 

     ３．前項の授業の方法による授業科目の履修は、各学科の全課程の修了に必要な総授

業時数のうち４分の３を超えないものとする。 

 

（単位の基準） 

第９条  本校の授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを基準とし、授業方法に応じ当該授業による教育効果及び授業時

間外に必要な学修等を考慮し、次の基準にて計算するものとする。 

（１）講義及び演習科目については１５から３０単位時間の授業をもって１単位とする。 

  ただし美容科・ヘアメイク科においては３０単位時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実技及び実習科目については３０から４５単位時間の授業をもって１単位とする。 

（３）授業科目について、講義、演習、実技、実習のうち２以上の方法の併用により行

う場合については、前２号の組み合わせに応じ、学修の内容をもって個別に単位を

定めるものとする。 

 

（成績評価） 

第１０条 授業科目の成績評価は、試験、レポート、履修状況等を総合的に勘案して行う。 

２．前項の成績評価は、出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その科目に

ついて評価を受けることができない。ただし、美容科・ヘアメイク科における実習を

伴う科目については、出席時数が教育課程に定める時間数の５分の４に達しない者は、

その科目について評価を受けることができない。 

３．成績不良の科目については、追試験及び再試験を実施できる。追試験及び再試験

に関して必要な事項は別に定める。 

 

（入学後の他の教育施設等における授業科目の履修等） 

第１１条  教育上有益と認めるときは、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の

履修並びに大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、

当該専門課程の修了に必要な総単位数の２分の１を超えない範囲で、本校における授

業科目の履修とみなし、単位を与えることができるものとする。 

２．前項の規定は、生徒が本校の承認を受けて、外国の大学又は短期大学に留学する

場合に準用する。 

 

 

 

 

 



（入学前の授業科目の履修等）  

第１２条  教育上有益と認めるときは、生徒が当該専門課程に入学する前に行った専修学校の専

門課程における授業科目の履修並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行った大

学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本校における

授業科目の履修とみなし、単位を与えることができるものとする。 

２．前項により与えることができる単位数は、前条により与える単位数と合わせて、

当該専門課程の修了に必要な総単位数の２分の１を超えないものとする。 

 

（始業、終業） 

第１３条 本校の始業及び終業の時刻は、９時から１７時５０分とする。 

２．前項の規定にかかわらず校長が必要と認めたときは、時刻を変更して授業を行うこ

とがある。 

 

 

 

第４章  教職員組織等 

 

（教職員組織） 

第１４条 本校に次の教職員を置く。 

（１） 校長     １人 

（２） 教員     専任教員と兼任教員を置くことができる。 

課程 専任 合計 

衛生専門課程 20 人以上 39 人以上 

合計 20 人以上 39 人以上 

（３） 事務職員   １人以上 

（４） 学校医    １人 

２．校長は校務をつかさどり、所属教職員を監督する。 

３．その他、校長の職務を助けるため、副校長を置くことができる。副校長は、校長を

補佐し、所属教職員を監督する。 

４．その他、必要に応じて助手を置くことができる。 

 

（学校評価） 

第１５条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本

校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価（以下「自己評価」

という。）を行い、その結果を公表するものとする。 

２．本校は自己評価結果を踏まえ、本校の関係者等による評価（以下「学校関係者評価」

という。）を行い、その結果を教育活動等に活用するとともに公表するものとする。 

３．前２項に定める自己評価及び学校関係者評価の実施並びに結果の公表について必

要な事項は、別に定める。 



（教育課程編成委員会） 

第１６条 本校の教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容･方法の改善･工夫等を含む。以下同

じ。）にあたっては、教育課程編成委員会での審議を通じて示された企業等の要請その

他の情報・意見を十分に活かし、実践的かつ専門的な職業教育を実施するにふさわしい

教育課程の編成に努めるものとする。 

 

 

 

第５章  入学、休学、退学及び卒業等 

 

（入学資格） 

第１７条 本校の入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２） 学校教育法第９０条第１項に規定する通常の課程による１２年の学校教育を 

修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し 

た者を含む） 

（３） 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ず 

る者で文部科学大臣の指定した者 

（４） 文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した 

在外教育施設の当該課程を修了した者 

（５） 修業年限が３年以上の専修学校高等課程を修了した者 

（６） 文部科学大臣の指定した者 

（７） 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した 

者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む） 

（８） 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、本校に 

おいて、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者 

（９） 本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる 

学力があると認めた者で、１８歳に達した者 

 

（入学時期） 

第１８条 本校の入学時期は、毎年４月とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（入学手続き、入学許可） 

第１９条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

（１）本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載して第

３４条に定める入学検定料及び必要書類を添えて指定期日までに出願しなけれ

ばならない。 

（２）前号の手続きを終了した者に対して入学選考を行い、合格者を決定する。 

（３）合格の通知を受けた者は、保証人連署の誓約書・保証書・同意書その他必要な

書類に所定期日までに別表２－１に定める入学金を添え、手続きを取らなけれ

ばならない。 

（４）校長は、前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

（５）所定の期日までに入学手続きを取らなかった者は合格を取り消す。 

 

（保証人） 

第２０条 保証人は、父母又は親族、あるいはこれに準ずる独立の生計を営む者で保証人として 

     の責務を果すことができる者でなければならない。 

     ２．保証人は、保証する生徒の在学中の行為及び身上について、本人と連帯して一切

の責任を負うものとする。 

     ３．保証人は、学則に定めた保証する生徒の在学中に支払うべき納付金（授業料、施

設設備費、教材実習費）の納付について、本人と連帯して支払うことを保証するもの

とする。 

     ４．保証人に転居、転籍等があったときは、速やかにその旨を届出なければならない。 

     ５．保証人がその資格を失ったときは、新たに保証人を選定して届出るとともに、あ

らためて誓約書・保証書・同意書を提出しなければならない。 

 

（転入学、編入学） 

第２１条 本校への転入学・編入学を願い出る者があるときは、教育上支障がない限りにおいて、

選考の上、校長が許可することができる。 

２．転入学・編入学に関して必要な事項は、別に定める。 

（転科） 

第２２条 本校に在学中の者で転科を希望する者があるときは、教育上支障がない限りにおいて、

既に履修した授業科目、単位数等を考慮し、校長が許可することができる。 

２．転科に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（休学、復学）  

第２３条 生徒が疾病、その他やむを得ない事由によって欠席する場合は、学期を単位として保

証人連署の届出により、校長の許可を得て休学することができる。 

２．休学は当該年度末までとする。ただし、特別の事情がある場合は、願い出により１

か年に限り延長を認めることがある。 

３．休学期間は、第４条に示す修業年限に含めない。 

４．第１項の者が、復学しようとする場合は、校長の許可を受けて学期の始めに限り復

学することができる。 

５．休学及び復学に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（出席停止） 

第２４条 校長は、学校保健安全法等に基づき、生徒が感染症にかかり又はその疑いがあるとき、

その他必要があると認めるときはその生徒に対して出席停止を命ずることができる。 

 

（退学） 

第２５条 退学をしようとする者は、その事由を記し、保証人連署の上、校長の許可を受けなけ

ればならない。 

２．退学に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（除籍） 

第２６条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒を除籍することができる。 

（１）正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わず、授業料等を滞納し、その後にお 

いても納入の見込みがないと認めた者 

（２）休学期間を超えてなお復学できない者 

（３）入学手続き完了者で、就学意志がない者 

（４）死亡した者又は不明となった者 

 

（単位の認定及び時期） 

第２７条 授業科目修了の認定は、平素の成績及び試験等による。ただし、実技並びに実習、演

習等については平素の成績のみによって認定することができる。 

     ２．単位認定の時期は学期末又は学年度末とする。 

 

（卒業の認定及び時期） 

第２８条 本校に修業年限以上在学し、所定の単位を修得し校長に卒業を認められた者に、卒業

の認定を行う。 

     ２．前項に定める所定の単位は、卒業要件として以下のとおりとする。 

（１）卒業要件単位数は、３１単位に当該学科の修業年限相当数を乗じた単位数以上

とする。尚、美容科・ヘアメイク科においては、６７単位以上とする。 

（２）卒業に必要な要件については、別表１－１，２，３，４のとおりとする。 

３．課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。 



４．卒業の時期は、３月又は９月とする。 

５．修業年限以上在学し、卒業要件を満たすことができない者は卒業延期者とする。 

 

（称号の授与） 

第２９条 第２８条により課程を修了した者には、次のとおり専門士の称号を授与する。 

学科名 専門士の称号 告示・公示 

美容科 衛生専門課程 平成１７年３月３日告示 

ヘアメイク科 衛生専門課程 令和４年３月4日公示 

トータルビューティー科 衛生専門課程 平成１７年３月３日告示 

 

 

 

第６章  科目等履修生、聴講生 

 

（科目等履修生） 

第３０条 本校において開設する授業科目に対し、本校生徒以外の者から特定の科目について履

修申請があった場合には、本校の教育に支障がない限りにおいて、選考の上、科目等

履修生として当該科目の履修を許可し、単位を与えることができる。 

２．科目等履修生に関し必要な事項は別に定める。 

 

（聴講生） 

第３１条 授業の聴講を志願する者がある場合は、本校の教育に支障がない限り、これを許可す

ることができる。 

２．聴講生に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

 

第７章  賞罰 

 

（褒賞） 

第３２条 成績優秀な者、又は他の模範となる行為があった者は、校長が褒賞することがある。 

 

（懲戒） 

第３３条 生徒が本校の学則、その他本校の定める諸規則を守らず、その本分を逸脱する行為が

あり教育上必要と認められる場合には、生徒に対し懲戒を加えることができる。 

２．懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行うものとする。 

３．前項の退学は次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。 



（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

（３）正当な理由がなくて、出席が常でない者 

（４）学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

 

 

第８章  納付金、その他 

 

（納付金） 

第３４条 本校の入学検定料、入学金、授業料等の納付金は別表２－１，２，３のとおりとする。 

 

（納入及び納入の特例） 

第３５条 生徒がその在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料等納付金を所定の期日までに

納入しなければならない。 

２．生徒は休学又は停学中であっても、授業料等納付金は納入しなければならない。た

だし、休学を許可された者又は休学を命じられた者が、別に定めるところにより願い出

た場合は、その期間に応じ、授業料等の全部又は一部を免除することがある。 

３．特別の理由のある場合には、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減

免することがある。 

４．別表２－１，２，３のほかに、実習費等の修学に関する費用を徴収する。 

 

（納付金の還付） 

第３６条 既に納入した授業料、入学金、入学検定料及びその他の学費は、原則としてこれを返

還しない。ただし、入学前に入学辞退の意思表明をした場合は、入学金と入学検定料

を除いた授業料等は返還する。 

 

（退学者等の納付金納付義務） 

第３７条 退学した者又は除籍処分となった者若しくは退学処分を受けた者も、当該学期分の授

業料等納付金は納付しなければならない。 

 

（健康管理） 

第３８条 健康診断は、学校保健安全法の定めるところにより、毎年１回実施する。 

     ２．健康診断、その他健康管理については別に定める。 

 

 

 

 



第９章  附帯教育 

 

（附帯教育） 

第３９条 本校の附帯教育は、次のとおりとする。 

（１）課程、修業年限及び定員等 

種類又は科名 昼夜別 修業期間 授業時間 総定員 備考 

美容科通信課程 昼 3 年 600 時間 360 人 通信課程 

美容研究課程 昼 1 年 810 時間 40 人  

（２）教育課程、授業時数及び単位数 

１．本校附帯教育の教育課程、授業時数及び授業単位数等は、別表１－５，６のと 

おりとする。 

２．別表１－５，６に定める授業時数の１単位時間は５０分とする。 

３．美容研究課程にて修了までに履修させる授業時数は別表１－６のとおりとする。 

（３）授業の方法 

１．本校における授業は、講義、演習、実技、実習、通信授業のいずれか、又はこれ 

  らの併用により行うものとする。 

２．美容科通信課程においては、通信授業における添削指導と面接授業を次の表に 

掲げるとおり、行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．添削指導のための組織として、教育相談窓口を設置し随時質問相談を受付ける。 

 

 



（４）通信授業業務における委託 

１． 通信授業及び添削指導に掛かる事務の一部を以下の機関名へ委託するものとし、 

その委託事務の範囲は次のとおりとする。 

委託機関名：公益社団法人日本理容美容教育センター 

委託事務の範囲：教本の配本 

（５）入所時期 

１．本校美容科通信課程の入所時期は、毎年４月と１０月とする。ただし、１０月 

入所については、４月の募集定員に欠員が出た場合のみ欠員分のみとする。 

  美容研究課程の入所時期は、毎年４月とする。 

（６）入所資格 

１．学校教育法第 90 条に規定する者（同等以上の学力があると認められる者を含 

む）。 

２．学校教育法第 57 条に規定する者（同等以上の学力があると認められる者を含 

む）。 

３．美容科通信課程においては、通信養成地域として大阪府・兵庫県・京都府・奈良 

県・和歌山県・滋賀県、および中四国地方に在住している者とする。ただし、そ 

れ以外の地域からの入所希望者については、その都度校長が受け入れの可否を 

判断する。なお、美容研究課程においては、この限りではない。 

（７）入所手続き、入所許可 

１．本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

①本校に入所しようとする者は、本校の定める入所願書に必要事項を記載して 

必要書類を添えて指定期日までに出願しなければならない。 

②前号の手続きを終了した者に対して入所選考を行い、合格者を決定する。た 

だし中学校卒業者等に対する入所試験については一般教養試験を実施する。 

③合格の通知を受けた者は、所定期日までに別に定める入学金を添え、手続き 

を取らなければならない。 

④校長は、前号の手続きを完了した者に入所を許可する。 

⑤所定の期日までに入所手続きを取らなかった者は合格を取り消す。 

（８）単位の認定及び時期 

１．授業科目修了の認定は、平素の成績及び試験等による。ただし、実技並びに実 

習、演習等については平素の成績のみによって認定することができる。 

２．美容科通信課程においては、第３９条第１項４に定める公益社団法人日本理容 

  美容教育センターへの各教科報告課題がすべて提出され、かつ、評価が合格点 

  以上とみなされるものであること。 

３．単位認定の時期は学期末又は学年度末とする。 

（９）修了の認定及び時期 

１． 本校に修業年限以上在学し、所定の単位を修得し校長に修了を認められた者に、

修了の認定を行う。 

２．前項に定める所定の単位は、修了要件として以下のとおりとする。 

①修了要件単位数は、美容研究課程においては３１単位、美容科通信課程にお 



いては、１２０単位以上とする。 

②修了に必要な要件については、別表１－５，６のとおりとする。 

３．美容科通信課程を修了したと認められた者には、卒業証書を授与し、美容研究 

課を修了したと認められた者には、修了書を授与する。 

４．修了の時期は、４月入所者は３月、１０月入所学者は９月とする。 

（１０）納付金 

１．本校の入学金、授業料等の納付金は次のとおりとする。ただし、美容科通信課 

程授業料については、本学園の高等学校在籍者及び本校トータルビューティー 

科在籍者またはこれに準ずるものとして校長が認めた者については、納付金を 

減免もしくは免除することができる。 

２．修了延期者が第３９条第１項（３）における添削指導のみを履修する場合は、 

納付金を減免もしくは免除することができる。 

３．納付金 

 

 

 

 

 

 

※「教材実習費その他」は、学年及び選択科目によって異なる。 

      ４．修了または卒業延期者納付金 

 

 

 

 

 

 

        ※教材費及び実習材料費等は必要に応じて別途徴収する。 

 

 

 

第１０章  雑則 

 

（改定） 

第４０条 本学則は、改定することができる。 

     ２．学則改定内容は、本校のホームページに掲載する方法により周知する。 

 

（施行細則） 

第４１条 この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。 



附則 この学則は平成３０年４月１日より施行する。 

附則（平成３１年４月１日一部改正） 

この学則は、平成３１年４月１日より施行する。ただし、第７条（教育課程、授業時数及び単位

数）、第２３条（休学、復学）、第２８条（卒業の認定及び時期）第２項については、平成３１年３

月３１日以前に入学した者にあっては、なお従前の例による。 

附則 この学則は令和２年４月１日より施行する。（ヘアメイク科新設、美容科入学定員変更） 

附則 この学則は令和２年４月１日より施行する。（美容研究科および美容研究課程の教育課程変

更） 

附則 この学則は令和３年４月１日より施行する。(トータルビューティー科、ヘアメイク科及び

美容研究科の定員変更並びに、トータルビューティー科及び美容研究科の教育課程変更) 

附則 この学則は令和４年４月１日より施行する。（附帯教育の美容科通信課程の定員変更） 

附則 この学則は令和４年４月１日より施行する。ただし、第 7 条(教育課程、授業時間数及び単

位数)第 1 項及び第３９条(附帯教育)については、令和４年３月３１日以前に入学した者にあって

は、なお従前の例による。（美容科・ヘアメイク科・トータルビューティー科・美容研究科の教育

課程の変更、附帯教育の追記）また、第２９条(称号の授与)については、令和４年３月４日より

施行する。（専門士の公示） 

附則 この学則は令和５年４月１日より施行する。ただし、第３４条（納付金）第１項の別表２

－１については、令和５年３月３１日以前に入学した者であっては、なお従前の例による。（美容

科・ヘアメイク科・トータルビューティー科の学納金の変更） 

附則 この学則は令和５年４月１日より施行する。(目的の変更、第１１条と第１２条の条文変更、

附帯教育の変更) 

 

  



別表1-1　教育課程（カリキュラム）
学校名　 大阪ビューティーアート専門学校
学科　　 美容科
該当　 　２０２２年度入学生より

科目名
授業
形態

必修
選択

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

単位数
単位

時間数
保健Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30
保健Ⅱ 講義 必修 2 60 2 60
文化論Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30
文化論Ⅱ 講義 必修 1 30 1 30
運営管理 講義 必修 1 30 1 30
美容技術理論Ⅰ 演習 必修 3 90 3 90
美容技術理論Ⅱ 演習 必修 2 60 2 60
関係法規・制度 講義 必修 1 30 1 30
衛生管理Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30
衛生管理Ⅱ 講義 必修 2 60 2 60
香粧品化学 講義 必修 2 60 2 60
美容実習Ⅰ‐A 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅰ‐B 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅰ‐C 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅰ‐D 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅰ‐E 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅰ‐F 実習 必修 2 60 2 60
美容実習Ⅱ‐A 実技 必修 2 60 2 60
美容実習Ⅱ‐B 実技 必修 2 60 2 60
美容実習Ⅱ‐C 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅱ‐D 実技 必修 3 90 3 90
美容実習Ⅱ‐E 実技 必修 3 90 3 90
ビジネスマナーⅠ 講義 選択 1 30 1 30
ビジネスマナーⅡ 講義 選択 1 30 1 30
カラー＆ファッションⅠ 講義 選択 1 30 1 30
カラー＆ファッションⅡ 講義 選択 1 30 1 30
着付け 演習 選択 2 60 2 60
ヘアアレンジ 演習 選択 1 30 1 30
未来デザインプログラム 講義 選択 1 30 1 30
就職対策Ⅰ 講義 選択 1 30 1 30
就職対策Ⅱ 講義 選択 1 30 1 30
美容実践Ⅰ‐A 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅰ‐B 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅰ‐C 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅰ‐D 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅰ‐E 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅱ‐A 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅱ‐B 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅱ‐C 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅱ‐D 演習 選択 3 90 3 90
美容実践Ⅱ‐E 演習 選択 3 90 3 90
サロンワークA 演習 選択 4 120 4 120
サロンワークB 演習 選択 4 120 4 120
サロンワークC 演習 選択 4 120 4 120
サロンワークD 演習 選択 4 120 4 120
サロンワークE 演習 選択 4 120 4 120

45 1350 62 1860 107 3210
※美容科の生徒が1年間に履修できる単位は、４０単位までとする。
※美容科の生徒の卒業要件となる単位は、６７単位とする。

1年次 2年次 合計

合計



別表1-2　教育課程（カリキュラム）
学校名　 大阪ビューティーアート専門学校
学科　　 ヘアメイク科
該当　 　２０２２年度入学生より

科目名
授業
形態

必修
選択

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

単位数
単位

時間数

保健Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30

保健Ⅱ 講義 必修 2 60 2 60

文化論Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30

文化論Ⅱ 講義 必修 1 30 1 30

運営管理 講義 必修 1 30 1 30

美容技術理論Ⅰ 演習 必修 3 90 3 90

美容技術理論Ⅱ 演習 必修 2 60 2 60

関係法規・制度 講義 必修 1 30 1 30

衛生管理Ⅰ 講義 必修 1 30 1 30

衛生管理Ⅱ 講義 必修 2 60 2 60

香粧品化学 講義 必修 2 60 2 60

美容実習Ⅰ‐A 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅰ‐B 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅰ‐C 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅰ‐D 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅰ‐E 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅰ‐F 実習 必修 2 60 2 60

美容実習Ⅱ‐A 実技 必修 2 60 2 60

美容実習Ⅱ‐B 実技 必修 2 60 2 60

美容実習Ⅱ‐C 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅱ‐D 実技 必修 3 90 3 90

美容実習Ⅱ‐E 実技 必修 3 90 3 90

ビジネスマナー 講義 選択 1 30 1 30

カラー＆ファッション 講義 選択 1 30 1 30

未来デザインプログラム 講義 選択 1 30 1 30

ベーシック・パーソナルメイク演習 選択 3 90 3 90

テクニカルヘアメイク 演習 選択 2 60 2 60

スチール撮影実習Ⅰ 実技 選択 1 30 1 30

スチール撮影実習Ⅱ 実技 選択 1 30 1 30

就職対策Ⅰ 講義 選択 1 30 1 30

就職対策Ⅱ 講義 選択 1 30 1 30

ヘアメイク実践Ⅰ 演習 選択 5 150 5 150

ヘアメイク実践Ⅱ 演習 選択 3 90 3 90

33 990 34 1020 67 2010

※ヘアメイク科の生徒が1年間に履修できる単位は、４０単位までとする。
※ヘアメイク科の生徒の卒業要件となる単位は、６７単位とする。

合計

1年次 2年次 合計



別表1-3　教育課程（カリキュラム）
学校名　 大阪ビューティーアート専門学校
学科　　 トータルビューティー科
該当　 　２０２２年度⼊学⽣より

科目名  授業形態  必修選択 単位数  単位時間数 単位数  単位時間数 単位数  単位時間数
サロンマナーⅠ 講義 必修 2 30 2 30
カラーコーディネートⅠ 講義 必修 2 30 2 30
未来デザインプログラムⅠ 講義 必修 1 15 1 15
デッサン・イラストレーション 講義 選択 2 30 2 30
皮膚学Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30
⽣理学Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30
栄養学Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15
香粧品学Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15
エステティック概論・衛⽣学・関係法規Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15
ベーシックエステⅠ 演習 選択 2 60 2 60
ベーシックネイルⅠ 演習 選択 2 60 2 60
ベーシックメイクⅠ 演習 選択 2 60 2 60
就職対策Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15
モデル⼊門 演習 選択 1 30 1 30
カラーコーディネートⅡ 講義 必修 2 30 2 30
未来デザインプログラムⅡ 講義 必修 1 15 1 15
就職対策Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15
サロンマナーⅡ 講義 必修 1 15 1 15
SNS・WEB・フォトスキル 演習 選択 1 15 1 15
皮膚学Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30
⽣理学Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30
栄養学Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15
香粧品学Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15
ベーシックネイルⅡ 演習 選択 1 30 1 30
ベーシックエステⅡ 演習 選択 1 30 1 30
ビューティーカウンセリング 講義 選択 2 30 2 30
検定メイクⅠ 講義 選択 3 45 3 45
ヘアアレンジⅠ 演習 選択 2 60 2 60
パーソナルメイク 演習 選択 1 45 1 45
ベーシックメイクⅡ 演習 選択 1 30 1 30
エステティックカウンセリングⅠ 講義 選択 1 15 1 15
エステティック概論・衛⽣学・関係法規Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15
プロフェイシャルⅠ 演習 選択 2 60 2 60
プロボディⅠ 演習 選択 2 60 2 60
アロマテラピーⅠーG 講義 選択 1 15 1 15
アロマテラピーⅠ 講義 選択 2 30 2 30
スカルプチュア 演習 選択 1 45 1 45
ネイルケア＆ネイルアートⅠーF 演習 選択 2 45 2 45
検定対策Ⅰ 講義 選択 3 45 3 45
ジェルネイルⅠ 演習 選択 1 45 1 45
コンテストⅠ 講義 選択 1 15 1 15
フェイシャル＆ボディⅠ 演習 選択 1 45 1 45
ネイルアートⅠ 演習 選択 1 30 1 30
ネイル演習 演習 選択 1 30 1 30
パーソナルヘア＆メイクⅠ 演習 選択 1 30 1 30
検定メイクⅡ 講義 選択 2 30 2 30
スマホフォト技術 演習 選択 1 15 1 15
自己プロデュース 演習 選択 1 15 1 15
パーソナルスタイル 講義 選択 1 15 1 15
ビューティーフード 講義 選択 1 15 1 15
サロンワークⅠ－Ｆ 実技 選択 1 45 1 45
サロンワークⅡ－Ｆ 実技  選択必修 1 45 1 45
サロンワークⅢ－Ｆ 実技 選択必修 1 45 1 45
施設実習 実習 選択 2 80 2 80
就職対策Ⅲ 講義 選択 1 15 1 15
就職対策Ⅳ 講義 選択 1 15 1 15
着付けⅠ－Ａ 演習 選択 1 30 1 30
着付けⅠ 演習 選択 1 30 1 30
着付けⅡ 演習 選択 1 30 1 30
ヘアアレンジⅡ 演習 選択 1 45 1 45
ヘアアレンジⅢ 演習 選択 1 45 1 45
ビューティーカウンセラーメイクⅠ 講義 選択 4 60 4 60
ビューティーカウンセラーメイクⅡ 講義 選択 4 60 4 60
ブライダルメイクⅠ 演習 選択 2 45 2 45
ブライダルメイクⅡ 演習 選択 2 45 2 45
特殊メイクⅠ 演習 選択 2 45 2 45
特殊メイクⅡ 演習 選択 2 45 2 45
アーティストメイクⅠ 演習 選択 2 45 2 45
アーティストメイクⅡ 演習 選択 2 45 2 45
フォト＆ファッションⅠ 講義 選択 1 15 1 15
フォト＆ファッションⅡ 講義 選択 1 15 1 15
サロンワークⅠ－D 実技 選択必修 2 60 2 60
サロンワークⅡ－D 実技 選択必修 2 60 2 60
サロンワークⅠ－Ｅ 実技  選択必修 2 60 2 60
サロンワークⅡ－Ｅ 実技 選択必修 2 60 2 60
エステティックカウンセリングⅡ 講義 選択 2 30 2 30
エステティックカウンセリングⅢ 講義 選択 2 30 2 30
サロントリートメントⅠ 演習 選択 2 45 2 45
サロントリートメントⅡ 演習 選択 2 45 2 45
エステティック総論Ⅰ-A 講義 選択 4 60 4 60
エステティック総論Ⅱ-A 講義 選択 4 60 4 60
フェイシャルマニュピレーションⅠ 演習 選択 2 45 2 45
フェイシャルマニュピレーションⅡ 演習 選択 2 45 2 45
フェイシャルスキンケアⅠ 演習 選択 1 45 1 45
フェイシャルスキンケアⅡ 演習 選択 2 60 2 60
ボディベーシックⅠ 演習 選択 2 45 2 45
ボディベーシックⅡ 演習 選択 2 45 2 45
ボディテクニカルⅠ 演習 選択 1 45 1 45
ボディテクニカルⅡ 演習 選択 2 60 2 60
プロボディⅡ 演習 選択 2 60 2 60
プロボディⅢ 演習 選択 2 60 2 60
プロフェイシャルⅡ-B 演習 選択 4 90 4 90
プロフェイシャルⅢ- B 演習 選択 4 90 4 90
プロフェイシャルⅡ-C 演習 選択 2 60 2 60
プロフェイシャルⅢ-C 演習 選択 2 60 2 60
エステティック総論Ⅰ-Ｂ 講義 選択 2 30 2 30
エステティック総論Ⅱ-Ｂ 講義 選択 2 30 2 30
エステティック総論Ⅰ-C 講義 選択 1 15 1 15
エステティック総論Ⅱ-C 講義 選択 1 15 1 15
アロマテラピー総論Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30
アロマテラピー総論Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30
スパセラピーⅠ 演習 選択 3 60 3 60
スパセラピーⅡ 演習 選択 3 60 3 60
検定対策Ⅱ 講義 選択 4 60 4 60
検定対策Ⅲ 講義 選択 4 60 4 60
検定対策＆スカルプチュアⅠ 講義 選択 4 60 4 60
検定対策＆スカルプチュアⅡ 講義 選択 4 60 4 60
ジェルネイルⅡ 演習 選択 2 60 2 60
ジェルネイルⅢ 演習 選択 2 60 2 60
コンテストⅡ 演習 選択 1 30 1 30
コンテストⅢ 演習 選択 1 30 1 30
ネイルケアⅡ 演習 選択 2 45 2 45
ネイルケアⅢ 演習 選択 2 45 2 45
ネイルアートⅡ 演習 選択 2 45 2 45
ネイルアートⅢ 演習 選択 2 45 2 45
サロンワークⅠ－Ｇ 実技 選択必修 1 30 1 30
サロンワークⅡ－Ｇ 実技 選択必修 1 30 1 30
エステティックカウンセリングⅡ-G 講義 選択 1 15 1 15
エステティックカウンセリングⅢ-G 講義 選択 1 15 1 15
アロマテラピーⅡーG 講義 選択 1 15 1 15
アロマテラピーⅢーG 講義 選択 1 15 1 15
フェイシャル＆ボディⅡ 演習 選択 3 60 3 60
フェイシャル＆ボディⅢ 演習 選択 3 60 3 60
ネイルケア＆ネイルアートⅠ-G 演習 選択 1 30 1 30
ネイルケア＆ネイルアートⅡ-G 演習 選択 1 30 1 30
検定対策＆ジェルⅠ 講義 選択 2 30 2 30
検定対策＆ジェルⅡ 講義 選択 2 30 2 30
パーソナルヘア＆メイクⅡ 演習 選択 1 30 1 30
パーソナルヘア＆メイクⅢ 演習 選択 1 30 1 30
トータルメイクⅠ 演習 選択 1 30 1 30
トータルメイクⅡ 演習 選択 1 30 1 30
ヨガ・ピラティスⅠ 演習 選択 1 30 1 30
ヨガ・ピラティスⅡ 演習 選択 1 30 1 30
デトックスⅠ 講義 選択 1 15 1 15
デトックスⅡ 講義 選択 1 15 1 15
ダイエット学Ⅰ 演習 選択 1 30 1 30
ダイエット学Ⅱ 演習 選択 1 30 1 30
インターンシップⅠ－Ⅰ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅠ－Ⅱ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅠ－Ⅲ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅠ－Ⅳ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅡ－Ⅰ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅡ－Ⅱ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅡ－Ⅲ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅡ－Ⅳ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅢ－Ⅰ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅢ－Ⅱ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅢ－Ⅲ 実習 選択 1 45 1 45
インターンシップⅢ－Ⅳ 実習 選択 1 45 1 45

77 1725 169 3980 246 5705
※トータルビューティー科の⽣徒が1年間に履修できる単位は、50単位までとする。
※トータルビューティー科の⽣徒の卒業要件となる単位は、６２単位とする。

合計

1年次 2年次 合計



別表1-4　教育課程（カリキュラム）
学校名　 大阪ビューティーアート専門学校
学科　　 美容研究科
該当　 　２０２２年度入学生より

科目名
授業
形態

必修
選択

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

単位数
単位

時間数

美容ベーシックA‐Ⅰ 実技 必修 2 60 2 60

美容ベーシックA‐Ⅱ 実技 必修 2 60 2 60

基礎理論Ⅰ 講義 必修 2 30 2 30

基礎理論Ⅱ 講義 必修 2 30 2 30

美容知識Ⅰ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅰ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅱ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅱ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅲ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅲ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅳ‐Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15

美容知識Ⅳ‐Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15

コンテストヘアⅠ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストヘアⅡ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストメイクⅠ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストメイクⅡ 演習 選択 1 30 1 30

美容総合テクニックⅠ 演習 選択 1 30 1 30

美容総合テクニックⅡ 演習 選択 1 30 1 30

プロアクティブⅠ 演習 選択 2 60 2 60

プロアクティブⅡ 演習 選択 1 45 1 45

就職対策Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15

就職対策Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15

美容ベーシックB 実技 選択 3 90 3 90

美容知識Ⅴ 講義 選択 1 15 1 15

37 810 0 0 37 810

※美容研究科の生徒が1年間に履修できる単位は、４５単位までとする。

※美容研究科の生徒の卒業要件となる単位は、３１単位とする。

1年次 2年次 合計

合計



別表1-5　教育課程（カリキュラム）
学校名　 大阪ビューティーアート専門学校
学科　　 美容科通信課程
該当　   ２０２２年度入学生より

科目名
授業
形態

必修
選択

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

美容実習Ⅰ 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅱ－A 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅱ－B 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅱ－C 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－A 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－B 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－C 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－D 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－E 実習 必修 9 45 9 45

美容実習Ⅲ－F 実習 必修 9 45 9 45

美容技術理論 講義 必修 5 25 5 25

関係法規 講義 必修 2 10 2 10

衛生管理Ⅰ 講義 必修 3 15 3 15

衛生管理Ⅱ 講義 必修 3 15 3 15

香粧品科学 講義 必修 6 30 6 30

保健Ⅰ 講義 必修 3 15 3 15

保健Ⅱ 講義 必修 2 10 2 10

運営管理 講義 必修 2 10 2 10

文化論 講義 必修 2 10 2 10

美容カウンセリング 講義
選択
必修

1 5 1 5

ヘアスタイル画による
トータルファッション

講義
選択
必修

1 5 1 5

32 160 34 170 54 270 120 600

1年次 2年次 ３年次 合計

合計



別表1-6　教育課程（カリキュラム）

学校名　 大阪ビューティーアート専門学校

学科　　 美容研究課程

該当　 　２０２２年度入学生より

科目名
授業
形態

必修
選択

単位数
単位

時間数
単位数

単位
時間数

単位数
単位

時間数

美容ベーシックA‐Ⅰ 実技 必修 2 60 2 60

美容ベーシックA‐Ⅱ 実技 必修 2 60 2 60

基礎理論Ⅰ 講義 必修 2 30 2 30

基礎理論Ⅱ 講義 必修 2 30 2 30

美容知識Ⅰ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅰ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅱ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅱ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅲ‐Ⅰ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅲ‐Ⅱ 講義 選択 2 30 2 30

美容知識Ⅳ‐Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15

美容知識Ⅳ‐Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15

コンテストヘアⅠ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストヘアⅡ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストメイクⅠ 演習 選択 1 30 1 30

コンテストメイクⅡ 演習 選択 1 30 1 30

美容総合テクニックⅠ 演習 選択 1 30 1 30

美容総合テクニックⅡ 演習 選択 1 30 1 30

プロアクティブⅠ 演習 選択 2 60 2 60

プロアクティブⅡ 演習 選択 1 45 1 45

就職対策Ⅰ 講義 選択 1 15 1 15

就職対策Ⅱ 講義 選択 1 15 1 15

美容ベーシックB 実技 選択 3 90 3 90

美容知識Ⅴ 講義 選択 1 15 1 15

37 810 0 0 37 810

1年次 2年次 合計

合計



別表２－１：大阪ビューティーアート専門学校 納付金 

 

 
入学 

検定料 
入学金 

授業料 

（年間） 

施設 

設備費 

(年間) 

教材実習費 

その他 

（年間）※ 

美容科 20,000 円 100,000 円 750,000 円 250,000 円 
230,000 円～

400,000 円 

ヘアメイク科 20,000 円 100,000 円 750,000 円 250,000 円 
230,000 円～

400,000 円 

トータル 

ビューティー科 
20,000 円 100,000 円 750,000 円 250,000 円 

220,000 円～

400,000 円 

美容研究科 10,000 円 80,000 円 370,000 円 100,000 円 
230,000 円～

280,000 円 

※「教材実習費その他」は学年及び選択科目によって異なる。 

 

 

別表２－２：大阪ビューティーアート専門学校 卒業延期者納付金 

 卒業延期者 

施設設備費（年間） 50,000 円 

講義科目（1 単位） 10,000 円 

演習科目（1 単位） 15,000 円 

実技科目（1 単位） 20,000 円 

実習科目（1 単位） 20,000 円 

※教材費及び実習材料費等は必要に応じて別途徴収する。 

 

 

別表２－３：大阪ビューティーアート専門学校 科目等履修生納付金 

 科目等履修生 

登録料（年間） 30,000 円 

講義科目（1 単位） 10,000 円 

演習科目（1 単位） 15,000 円 

実技科目（1 単位） 20,000 円 

実習科目（1 単位） 20,000 円 

※教材費及び実習材料費等は必要に応じて別途徴収する。 

 




